
議

案

第

二

十

八

号

 

 
 

 

港

区

ス

ポ

ー

ツ

セ

ン

タ

ー

条

例

の

一

部

を

改

正

す

る

条

例

 

 

右

の

議

案

を

提

出

す

る

。

 

 
 

平

成

二

十

五

年

二

月

二

十

日

 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

提

出

者 

港

区

長 
 

武 

井 

雅 

昭 
 

 
 

 

  
 

 

港

区

ス

ポ

ー

ツ

セ

ン

タ

ー

条

例

の

一

部

を

改

正

す

る

条

例

 

第

一

条 

港

区

ス

ポ

ー

ツ

セ

ン

タ

ー

条

例

（

昭

和

四

十

九

年

港

区

条

例

第

三

十

九

号

）

の

一

部

を

次

の

よ

う

に

 

改

正

す

る

。

 

 

第

二

条

の

表

中

「

東

京

都

港

区

芝

浦

三

丁

目

一

番

十

九

号

」

を

「

東

京

都

港

区

芝

浦

一

丁

目

十

六

番

一

号

 

に

改

め

る

。

 

第

二

条

の

二

第

二

号

中

「

前

号

」

を

「

前

三

号

」

に

改

め

、

同

号

を

同

条

第

四

号

と

し

、

同

条

第

一

号

の

 

次

に

次

の

二

号

を

加

え

る

。

 

二 

ス

ポ

ー

ツ

及

び

レ

ク

リ

エ

ー

シ

ョ

ン

の

指

導

及

び

普

及

に

関

す

る

こ

と

。

 

三 

ス

ポ

ー

ツ

及

び

レ

ク

リ

エ

ー

シ

ョ

ン

の

支

援

及

び

相

談

に

関

す

る

こ

と

。

 

第

三

条

第

四

号

を

同

条

第

七

号

と

し

、

同

条

第

三

号

中

「

前

各

号

の

」

を

「

第

一

号

か

ら

第

三

号

ま

で

に

 

 

」

 



規

定

す

る

」

に

改

め

、

同

号

を

同

条

第

五

号

と

し

、

同

号

の

次

に

次

の

一

号

を

加

え

る

。

 

六 

前

号

の

団

体

以

外

の

団

体

 
第

三

条

第

二

号

の

次

に

次

の

二

号

を

加

え

る

。

 

三 
区

内

の

学

校

に

通

学

し

て

い

る

者

 

四 

前

三

号

の

者

以

外

の

者

 

第

四

条

第

一

号

中

「

及

び

第

三

月

曜

日

」

を

削

り

、

同

号

た

だ

し

書

中

「

休

館

日

と

し

な

い

」

を

「

そ

の

 

翌

日

と

す

る

」

に

改

め

、

同

条

第

二

号

中

「

十

二

月

二

十

九

日

か

ら

同

月

三

十

一

日

ま

で

」

を

「

十

二

月

三

 

十

一

日

」

に

改

め

る

。

 

第

五

条

中

「

午

前

九

時

か

ら

午

後

九

時

三

十

分

ま

で

」

を

「

午

前

八

時

三

十

分

か

ら

午

後

十

時

三

十

分

ま

 

で

」

に

改

め

る

。

 

第

六

条

中

「

ス

ポ

ー

ツ

セ

ン

タ

ー

を

利

用

す

る

こ

と

が

で

き

」

を

削

り

、

「

使

用

料

」

を

「

ス

ポ

ー

ツ

セ

 

ン

タ

ー

の

利

用

に

係

る

料

金

（

以

下

「

利

用

料

金

」

と

い

う

。

）

」

に

改

め

、

同

条

た

だ

し

書

中

「

貸

切

り

 

使

用

」

を

「

委

員

会

が

特

に

認

め

る

場

合

を

除

き

、

貸

切

り

利

用

を

」

に

改

め

る

。

 

第

八

条

中

「

一

に

」

を

「

い

ず

れ

か

に

」

に

改

め

、

同

条

第

二

号

に

次

の

た

だ

し

書

を

加

え

る

。

 

た

だ

し

、

第

三

条

第

四

号

に

規

定

す

る

者

又

は

同

条

第

六

号

に

規

定

す

る

団

体

が

利

用

す

る

場

合

で

、

 

委

員

会

が

特

に

必

要

と

認

め

る

と

き

は

、

こ

の

限

り

で

な

い

。

 

 
 

第

八

条

第

三

号

中

「

者

」

の

下

に

「

又

は

当

該

者

を

構

成

員

に

含

む

団

体

」

を

加

え

、

同

号

に

次

の

た

だ

 



し

書

を

加

え

る

。

 

 
 

 

た

だ

し

、

第

三

条

第

四

号

に

規

定

す

る

者

又

は

同

条

第

六

号

に

規

定

す

る

団

体

が

利

用

す

る

場

合

で

、

 

委

員

会

が

特

に

必

要

と

認

め

る

と

き

は

、

こ

の

限

り

で

な

い

。

 

第

九

条

を

次

の

よ

う

に

改

め

る

。

 

（

利

用

料

金

）
 

第

九

条 

利

用

の

承

認

を

受

け

た

も

の

（

以

下

「

利

用

者

」

と

い

う

。

）

は

、

第

十

八

条

第

二

項

の

規

定

に

 

よ

る

指

定

を

受

け

た

者

（

以

下

こ

の

条

か

ら

第

十

一

条

ま

で

に

お

い

て

「

指

定

管

理

者

」

と

い

う

。

）

に

 

対

し

、

利

用

料

金

を

前

納

し

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

。

 

２ 

利

用

料

金

の

額

は

、

別

表

に

定

め

る

額

の

範

囲

内

に

お

い

て

、

あ

ら

か

じ

め

区

長

の

承

認

を

得

て

、

指

 

定

管

理

者

が

定

め

る

。

 

３ 

利

用

料

金

は

、

指

定

管

理

者

の

収

入

と

す

る

。

 

第

十

条

の

見

出

し

中

「

使

用

料

」

を

「

利

用

料

金

」

に

改

め

、

同

条

中

「

委

員

会

は

、

特

別

の

理

由

が

あ

 

る

と

認

め

た

と

き

は

、

使

用

料

」

を

「

指

定

管

理

者

は

、

委

員

会

規

則

で

定

め

る

と

こ

ろ

に

よ

り

、

利

用

料

 

金

」

に

改

め

る

。

 

第

十

一

条

を

次

の

よ

う

に

改

め

る

。

 

（

使

用

料

の

還

付

）

 

第

十

一

条 

委

員

会

は

、

委

員

会

規

則

で

定

め

る

と

こ

ろ

に

よ

り

、

既

に

納

付

さ

れ

た

使

用

料

の

全

部

又

は

 



一

部

を

還

付

す

る

こ

と

が

で

き

る

。

 

第

二

十

条

に

次

の

二

項

を

加

え

る

。

 

 

２ 
前

項

の

規

定

に

よ

り

指

定

管

理

者

の

指

定

を

取

り

消

し

、

又

は

期

間

を

定

め

て

管

理

運

営

の

業

務

の

全

 

部

若

し

く

は

一

部

（

利

用

料

金

の

収

受

を

含

む

場

合

に

限

る

。

）

の

停

止

を

命

じ

た

場

合

等

で

、

委

員

会

 

が

臨

時

に

ス

ポ

ー

ツ

セ

ン

タ

ー

の

管

理

運

営

を

行

う

と

き

に

限

り

、

新

た

に

指

定

管

理

者

を

指

定

し

、

又

 

は

当

該

停

止

の

期

間

が

終

了

す

る

ま

で

の

間

、

委

員

会

は

、

別

表

に

定

め

る

額

の

範

囲

内

に

お

い

て

、

区

 

長

が

定

め

る

使

用

料

を

徴

収

す

る

。

 

 

３ 

前

項

の

場

合

に

あ

つ

て

は

、

第

九

条

第

一

項

、

第

十

条

及

び

第

十

一

条

の

規

定

を

準

用

す

る

。

こ

の

場

 

合

に

お

い

て

、

第

九

条

第

一

項

中

「

第

十

八

条

第

二

項

の

規

定

に

よ

る

指

定

を

受

け

た

者

（

以

下

こ

の

条

 

か

ら

第

十

一

条

ま

で

に

お

い

て

「

指

定

管

理

者

」

と

い

う

。

）

」

と

あ

る

の

は

「

委

員

会

」

と

、

「

利

用

 

料

金

」

と

あ

る

の

は

「

使

用

料

」

と

、

第

十

条

中

「

指

定

管

理

者

」

と

あ

る

の

は

「

委

員

会

」

と

、

「

利

 

用

料

金

」

と

あ

る

の

は

「

使

用

料

」

と

、

第

十

一

条

中

「

指

定

管

理

者

」

と

あ

る

の

は

「

委

員

会

」

と

、

 

「

利

用

料

金

」

と

あ

る

の

は

「

使

用

料

」

と

読

み

替

え

る

も

の

と

す

る

。

 

別

表

一

個

人

使

用

料

の

部

（

備

考

以

外

の

部

分

に

限

る

。

）

を

次

の

よ

う

に

改

め

る

。

 

一 

個

人

利

用

の

場

合

 

  

利 
 

用 
 

者

 

金 
 

 
 

 

額

 

 



種 
 

別

 

午

前Ⅰ

（

午

 

前

九

時

か

ら

 

午

前

十

一

時

 

ま

で

）

 

午

前Ⅱ

（

午

 

前

十

一

時

十

 

五

分

か

ら

午

 

後

一

時

十

五

 

分

ま

で

）

 

午

後Ⅰ

（

午

 

後

一

時

三

十

 

分

か

ら

午

後
 

三

時

三

十

分
 

ま

で

）

 
午

後Ⅱ

（

午

 

後

三

時

四

十

 

五

分

か

ら

午

 

後

五

時

四

十

 

五

分

ま

で

）

 

夜

間

Ｉ

（

午

 

後

六

時

か

ら

 

午

後

八

時

ま

 

で

）

 

夜

間Ⅱ

（

午

 

後

八

時

か

ら

 

午

後

十

時

ま

 

で

）

 

 

    
 

別

表

二

団

体

使

用

料

の

部

中

「

団

体

使

用

料

」

を

「

団

体

利

用

の

場

合

」

に

改

め

、

同

部

備

考

４

中

「

使

 

用

料

」

を

「

金

額

」

に

改

め

、

同

部

備

考

８

中

「

使

用

料

の

」

を

削

る

。

 

第

二

条 

港

区

ス

ポ

ー

ツ

セ

ン

タ

ー

条

例

の

一

部

を

次

の

よ

う

に

改

正

す

る

。

 

 

第

十

一

条

の

見

出

し

中

「

使

用

料

」

を

「

利

用

料

金

」

に

改

め

、

同

条

中

「

委

員

会

」

を

「

指

定

管

理

者

 

に

、

「

使

用

料

」

を

「

利

用

料

金

」

に

改

め

る

。

 

別

表

一

個

人

利

用

の

場

合

の

部

大

人

の

項

中

「

四

〇

〇

円

」

を

「

五

〇

〇

円

」

に

改

め

、

同

部

備

考

１

中

 

「

区

外

者

」

を

「

第

三

条

第

四

号

に

規

定

す

る

者

」

に

、

「

七

百

円

」

を

「

八

百

円

」

に

改

め

、

同

部

備

考

 

３

中

「

二

百

円

」

を

「

二

百

五

十

円

」

に

改

め

、

同

表

二

団

体

利

用

の

場

合

の

部

（

備

考

以

外

の

部

分

に

限

 

る

。

）

を

次

の

よ

う

に

改

め

る

。

 

 
 

二 

団

体

利

用

の

場

合

 

 

   

 
 

」

 

小

学

生

・

中

学

生

 

大 
 

 
 

 

人

 

 

一

〇

〇

円

 

四

〇

〇

円

 

 

 



武

道

場

２

 

武

道

場

１

 

競

技

場

３

（

一

 

台

利

用

）

 

競

技

場

３

 

競

技

場

２

（

一

 

コ

ー

ト

利

用

）

 

競

技

場

２

 

競

技

場

１

 

サ

ブ

ア

リ

ー

ナ

 

ア

リ

ー

ナ

 

四
、
六
〇
〇
円 

四
、
七
〇
〇
円 

三
〇
〇
円 

五
、
一
〇
〇
円 

一
、
六
〇
〇
円 

六
、
三
〇
〇
円 

三
、
三
〇
〇
円 

一
〇
、
二
〇
〇
円 

一
七
、
四
〇
〇
円 

四
、
六
〇
〇
円 

四
、
七
〇
〇
円 

三
〇
〇
円 

五
、
一
〇
〇
円 

一
、
六
〇
〇
円 

六
、
三
〇
〇
円 

三
、
三
〇
〇
円 

一
〇
、
二
〇
〇
円 

一
七
、
四
〇
〇
円 

四
、
六
〇
〇
円 

四
、
七
〇
〇
円 

三
〇
〇
円 

五
、
一
〇
〇
円 

一
、
六
〇
〇
円 

六
、
三
〇
〇
円 

三
、
三
〇
〇
円 

一
〇
、
二
〇
〇
円 

一
七
、
四
〇
〇
円 

四
、
六
〇
〇
円 

四
、
七
〇
〇
円 

三
〇
〇
円 

五
、
一
〇
〇
円 

一
、
六
〇
〇
円 

六
、
三
〇
〇
円 

三
、
三
〇
〇
円 

一
〇
、
二
〇
〇
円 

一
七
、
四
〇
〇
円 

四
、
六
〇
〇
円 

四
、
七
〇
〇
円 

三
〇
〇
円 

五
、
一
〇
〇
円 

一
、
六
〇
〇
円 

六
、
三
〇
〇
円 

三
、
三
〇
〇
円 

一
〇
、
二
〇
〇
円 

一
七
、
四
〇
〇
円 

四
、
六
〇
〇
円 

四
、
七
〇
〇
円 

三
〇
〇
円 

五
、
一
〇
〇
円 

一
、
六
〇
〇
円 

六
、
三
〇
〇
円 

三
、
三
〇
〇
円 

一
〇
、
二
〇
〇
円 

一
七
、
四
〇
〇
円 

 

                 



小

プ

ー

ル

 

大

プ

ー

ル

（

一

 

コ

ー

ス

利

用

）

 

大

プ

ー

ル

（

全

 

面

利

用

）

 

種 
 

別

 

四

、

三

〇

〇

円

 

二

、

七

〇

〇

円
 

二

一

、

四

〇

〇

円

 

午

前

（

午

前

九

時

三

十

分

か

ら

午

前

十

一

時

三

十

分

ま

で

）
 

四

、

三

〇

〇

円

 

二

、

七

〇

〇

円

 

二

一

、

四

〇

〇

円

 

午

後

Ⅰ

（

午

後

零

時

三

十

分

か

ら

午

後

二

時

三

十

分

ま

で

）

 

四

、

三

〇

〇

円

 

二

、

七

〇

〇

円

 

二

一

、

四

〇

〇

円

 

午

後

Ⅱ

（

午

後

三

時

か

ら

午

後

五

時

ま

で

）

 

四

、

三

〇

〇

円

 

二

、

七

〇

〇

円

 

二

一

、

四

〇

〇

円

 

夜

間

（

午

後

六

時

か

ら

午

後

八

時

ま

で

）

 

 

多

目

的

室

 

武

道

場

３

 

一
、
七
〇
〇
円 

五
、
二
〇
〇
円 

一
、
七
〇
〇
円 

五
、
二
〇
〇
円 

一
、
七
〇
〇
円 

五
、
二
〇
〇
円 

一
、
七
〇
〇
円 

五
、
二
〇
〇
円 

一
、
七
〇
〇
円 

五
、
二
〇
〇
円 

一
、
七
〇
〇
円 

五
、
二
〇
〇
円 

 

              
 

別

表

二

団

体

利

用

の

場

合

の

部

備

考

１

中

「

区

外

者

」

を

「

第

三

条

第

六

号

に

規

定

す

る

団

体

」

に

改

め

、

 

 

同

部

備

考

４

中

「

第

一

競

技

場

及

び

第

二

競

技

場

」

を

「

ア

リ

ー

ナ

、

サ

ブ

ア

リ

ー

ナ

、

競

技

場

１

、

武

道

 

場

１

、

武

道

場

２

及

び

多

目

的

室

」

に

改

め

、

同

部

備

考

７

中

「

四

コ

ー

ス

」

を

「

三

コ

ー

ス

」

に

改

め

る

。

 

 
 

 

付 

則

 



（

施

行

期

日

）

 
１ 
こ

の

条

例

は

、

次

の

各

号

に

掲

げ

る

区

分

に

応

じ

、

当

該

各

号

に

定

め

る

日

か

ら

施

行

す

る

。

 

 

一 
第

一

条

中

第

十

一

条

の

改

正

規

定

及

び

次

項

か

ら

付

則

第

五

項

ま

で

の

規

定 

平

成

二

十

五

年

四

月

一

 

 
 

日

 

二 

第

一

条

中

第

二

条

の

二

及

び

第

六

条

の

改

正

規

定

（

「

使

用

料

」

を

「

ス

ポ

ー

ツ

セ

ン

タ

ー

の

利

用

に

 

係

る

料

金

（

以

下

「

利

用

料

金

」

と

い

う

。

）

」

に

改

め

る

部

分

に

限

る

。

）

並

び

に

第

九

条

、

第

十

条

、

 

第

二

十

条

及

び

別

表

の

改

正

規

定

並

び

に

第

二

条

中

第

十

一

条

の

改

正

規

定 

平

成

二

十

六

年

四

月

一

日

 

三 

第

一

条

中

第

二

条

の

表

の

改

正

規

定

並

び

に

第

三

条

か

ら

第

五

条

ま

で

及

び

第

六

条

の

改

正

規

定

（

「

 

ス

ポ

ー

ツ

セ

ン

タ

ー

を

利

用

す

る

こ

と

が

で

き

」

を

削

り

、

「

貸

切

り

使

用

」

を

「

委

員

会

が

特

に

認

め

 

る

場

合

を

除

き

、

貸

切

り

利

用

を

」

に

改

め

る

部

分

に

限

る

。

）

並

び

に

第

八

条

の

改

正

規

定

並

び

に

第

 

二

条

中

別

表

の

改

正

規

定 

港

区

教

育

委

員

会

規

則

で

定

め

る

日

 

（

経

過

措

置

）

 

２ 

こ

の

条

例

第

一

条

の

規

定

に

よ

る

改

正

後

の

港

区

ス

ポ

ー

ツ

セ

ン

タ

ー

条

例

第

十

一

条

の

規

定

は

、

平

成

 

二

十

五

年

四

月

一

日

以

後

に

な

さ

れ

た

利

用

の

承

認

に

係

る

使

用

料

に

つ

い

て

適

用

し

、

同

日

前

に

な

さ

れ

 

た

利

用

の

承

認

に

係

る

使

用

料

に

つ

い

て

は

、

な

お

従

前

の

例

に

よ

る

。

 

３ 

委

員

会

は

、

平

成

二

十

六

年

四

月

一

日

以

後

の

利

用

の

承

認

に

係

る

料

金

を

同

日

前

に

納

付

さ

せ

る

場

合

 

は

、

こ

の

条

例

第

一

条

の

規

定

に

よ

る

改

正

前

の

港

区

ス

ポ

ー

ツ

セ

ン

タ

ー

条

例

別

表

に

定

め

る

額

の

範

囲

 



内

に

お

い

て

、

区

長

が

定

め

る

使

用

料

を

徴

収

す

る

。

 
４ 
前

項

の

場

合

に

お

い

て

、

平

成

二

十

六

年

四

月

一

日

以

後

に

既

に

納

付

さ

れ

た

使

用

料

を

還

付

す

る

と

き

 
は

、

こ

の

条

例

第

二

条

の

規

定

に

よ

る

改

正

後

の

港

区

ス

ポ

ー

ツ

セ

ン

タ

ー

条

例

（

以

下

「

第

二

条

の

規

定

 

に

よ

る

改

正

後

の

条

例

」

と

い

う

。

）

第

十

一

条

の

規

定

を

準

用

す

る

。

こ

の

場

合

に

お

い

て

、

第

二

条

の

 

規

定

に

よ

る

改

正

後

の

条

例

第

十

一

条

中

「

指

定

管

理

者

」

と

あ

る

の

は

「

委

員

会

」

と

、

「

利

用

料

金

」

 

と

あ

る

の

は

「

使

用

料

」

と

読

み

替

え

る

も

の

と

す

る

。

 

５ 

第

二

条

の

規

定

に

よ

る

改

正

後

の

条

例

別

表

の

規

定

は

、

こ

の

条

例

第

一

条

の

規

定

に

よ

る

第

二

条

の

表

 

の

改

正

規

定

の

施

行

の

日

以

後

の

利

用

分

に

つ

い

て

適

用

し

、

同

日

前

の

利

用

分

に

つ

い

て

は

、

な

お

従

前

 

の

例

に

よ

る

。

 

（

説 

明

）

 

 

ス

ポ

ー

ツ

セ

ン

タ

ー

の

位

置

を

変

更

す

る

と

と

も

に

、

同

セ

ン

タ

ー

の

使

用

料

に

係

る

規

定

等

を

整

備

す

る

 

ほ

か

、

利

用

料

金

制

度

を

導

入

す

る

た

め

、

本

案

を

提

出

い

た

し

ま

す

。

 

 


